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はじめに 

 

富山市は、２００５（平成 17）年 4 月 1 日の市町村合併により、中核市では最も広大

な市域を有することとなった。市内には、総延長約３，２００㎞（中核市平均１,９１２.７３

㎞）に及ぶ水道管（中核市６２市中第５位）、汚水と雨水を合わせて約 2,700 ㎞（中核

市平均１,４７０.１６㎞）に及ぶ下水管（中核市６２市中第２位）のほか、８つの下水処理

場（中核市平均３か所）など、保有する資産の数量は類似都市と比較しても非常に多

い。（参考：別紙附属資料 P 2、P６） 

こうした市民の生命と健康を守り、快適な生活環境を維持するために必要な「装置」

である上下水道施設を日々適切に維持管理し質の高いサービスを利用者に提供しな

がら、老朽化に伴う施設の更新需要、さらには災害に備えた施設の耐震化などにも、

スピード感をもって包括的に取り組んでいくことが求められている。 

一方で、今後、富山市が上下水道管路等の耐震化を推し進めていくには、上下水

道事業の経営基盤の強化が何よりも重要である。公営企業は、その経費を当該企業

の経営に伴う収入を持って充てる「独立採算制」が経営の基本原則とされている。こう

した中、富山市の水道料金は、２００５（平成１７）年４月の市町村合併時に７市町村の

中で最も低かった旧富山市の料金体系に統一され、２００８（平成２０）年４月に平均１３．

５％の料金改定を行ったが、それ以降は消費税率の改定分を除き、料金は据え置か

れてきた。また下水道使用料については、合併時には旧市町村の使用料体系が引き

継がれ、２００８（平成２０）年４月に最も低い旧富山市の使用料に統一したうえで、平

均 2.8％の改定を行ったが、それ以降、水道料金と同様に今日まで１６年以上据え置

かれたままとなっている。 

 この間、人口減少の急速な進行、原材料費の高騰やエネルギーコストの上昇などに

よって、公営企業としての富山市の上下水道事業の経営環境は年々厳しさを増して

いる。上下水道局では、これまでも経費の節減や業務の効率化を図り、経営の健全化

に資するため組織の整理統合や施設の運転管理業務の民間委託等に取り組んでき

たが、今後はさらに、長らく行ってこなかった料金等の改定についても議論を進めるこ

とが必要となっている。 

このような状況の下、２０２４（令和６）年８月２６日に上下水道事業管理者から本審

議会に対し、「上下水道事業における適正な水道料金等の設定について」の諮問を受

けた。本審議会では、２０２５（令和７）年から向こう５か年の主要事業計画と財政収支

見通しに基づき、水道料金、下水道使用料の水準や料金体系のあり方などについて

計６回の審議を重ね、ここに答申するものである。 
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Ⅰ 水道事業について 

 

１ 水道事業の現状と今後の見通し 

 

(1)経営状況と料金改定の必要性 （参考：別紙附属資料 P３～５、P１８～１９） 

 富山市の上水道の給水収益は、給水人口の減少や節水機器の普及等により 

２０１０（平成２２）年度をピークに長く減少傾向にある一方で、営業費用はエネル

ギー価格や物価の上昇等に伴い２０１１（平成２３）年度以降増加傾向が続き、２０１８

（平成３０）年度を境に営業費用が給水収益を上回る状態に陥っている。実際に水

道事業の収益的収支は年々悪化の一途をたどっており、２０２３（令和５）年度決

算では約１億９千万円余りの純利益を確保したものの、現状では数年以内に赤字

決算になることが見込まれている。 

また、今後の施設や設備の更新に必要な財源となる内部留保資金については、

２００８（平成２０）年度に６０億円程度あったものが２０２３（令和５）年度には１７億

円程度にまで減少している。こうした中、２０２４（令和６）年１月の能登半島地震を

機に今後一段と施設の老朽化対策、耐震対策を着実に進めていくことが求めら

れることから、経営基盤の一層の強化が何より重要となっているが、それにはこれ

までのような業務の効率化や経費削減努力だけでは限界がある。このため、公営

企業の「独立採算」の原則を踏まえ、水道料金の適正化を図る観点から、長らく据

え置かれてきた料金の見直しを行うことは必要不可欠である。 

なお、富山市上下水道局が昨年９月に行ったアンケート調査では、今後の上下

水道施設の耐震化や老朽化対策の進め方に関する設問に対し、「必要な料金改

定を行うことで、信頼性の高い上下水道システムの構築を求める」意見が最も多

かったほか、上下水道局に期待することとして、「安全でおいしい水を供給してほ

しい」（１位）「地震や災害に強い上下水道にしてほしい」（２位）「老朽化した施設を

更新してほしい」（３位）という意見が上位を占めていた。このことからも、安全安

心なサービスを持続的に享受するために必要な応分の負担という観点から、水道

料金の適正化については、利用者の理解や納得が得られるものと考えられる。 

 

(2)今後の投資計画 （参考：別紙附属資料 P１０～１３） 

 富山市上下水道局は、２０１７（平成２９）年度から２０２６（令和８）年度までの１０

年間を計画期間とする第２次中長期ビジョンに基づき上下水道施設の耐震化や

老朽化対策に取り組んでいる。当該１０年間の投資（建設改良費）総額は、水道事

業が４２８億円となっている。このような状況の中、令和６年能登半島地震を踏ま
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え、２０２５（令和７）年２月に新たに「富山市上下水道耐震化計画（２０２５（令和７）

年度～２０２９（令和１１）年度）」が策定された。この計画では、これまで優先的に取

り組んできた配水幹線の耐震化などに加え、２０２７（令和９）年度からの第３次中

長期ビジョンの中で実施を予定していた導水管及び送水管の耐震化など事業費

で約２８億円規模の投資を前倒しすることで、早期に強靭な上下水道システムの

構築を目指すこととしている。このことは、持続可能なサービスを安定的に提供し

ていくために必要不可欠である。 

 

 

２ 水道料金のあり方 

 

(1)料金の見直し時期 （参考：別紙附属資料 P３、P２９） 

水道法施行規則では、「３年から５年ごとの適切な時期に料金の見直しを行う

こと」とされている。 

富山市の水道料金は、市町村合併前の７市町村の中で最も低い水準にあった

旧富山市の料金体系に統一した「均一料金」でスタートした。その後、２００８（平

成２０）年４月に合併後初めての料金改定（平均改定率 13.5％）を行ったが、そ

れ以降は、流杉浄水場の運転管理業務の民間委託や組織の再編統合、職員数

の削減などの経営努力を重ねる一方で、実質的な料金の見直しは行ってこなか

った。このことによって、富山市の水道料金は現時点で、県内市では２番目に低

い水準にあるものの、２０１８（平成３０）年度を境に営業費用を給水収益で賄え

ない状況に陥るなど、経営基盤の脆弱化が進んだ要因にもなっている。 

このことから、今後は、法令等に基づき適正な水道料金の設定についての検討

を定期的なサイクルで行うことが必要である。 

 

  (2)料金算定期間 （参考：別紙附属資料 P３１） 

料金算定期間が長期になればなるほど物価変動や水需要の動向等、料金算

定上の不確定な要因が多くなることから、公益社団法人日本水道協会（以下「日

水協」と言う。）が策定した水道料金算定要領では、「料金の安定性、原価把握

の妥当性等を考慮し、その期間は、概ね３年から５年までの間が妥当」とされて

いる。実際に富山市上下水道局が行った調査によれば、前回の料金改定からの

期間の長さに比例して改定率が大きくなる傾向がある。これらのことから、料金

算定期間を４年間（２０２６（令和８）年度から２０２９（令和１１）年度）とすることは

妥当である。 
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  (３)平均改定率 （参考：別紙附属資料 P２２～３１） 

水道料金の算定方法は、総括原価方式である。総括原価方式は、人件費や動

力費、修繕費、受水費、減価償却費などの原価に支払利息と資産維持費を加え

たものとされており、資産維持費は、将来の水道施設の更新等に必要な財源と

して内部留保すべき額のことである。今回、富山市の適正な水道料金を算定す

るにあたり、この資産維持費の考え方が初めて導入された。このことの意義は大

きい。 

水道料金の平均改定率については、料金算定期間（２０２６（令和８）年度から 

２０２９（令和１１）年度）における「営業収支不足分」に、将来の投資に向けた「内

部留保不足分（資産維持費）」を加えた不足額を料金収入で補填することを前

提として、資産維持率について①日水協の水道料金算定要領における標準値

である３％、②２００５（平成１７）年度から２０２３（令和５）年度までの１９年間の投

資実績に基づき算出した数値である１.２％、③今回の料金算定期間である２０２６

（令和８）年度から２０２９（令和１１）年度まで４か年の投資見込に基づき算出した

数値である０.３％の３つのパターンから検討を行った。 

これに対して、委員の中には、長期的な視点に立つと、今後人口減少が一段と

進行する中にあって将来の設備更新等に必要な原資を適切に確保しておく必要

があり、そのためには資産維持率は標準値である①３％若しくは②１.２％とすべ

きという意見があった。一方、富山市がこれまで長期にわたり料金改定を行って

こなかった現実や、昨今の諸物価の上昇に伴う家計負担の増大などを鑑みると、

負担の急激な増加は避けるべきであり、激変緩和の観点から今回は資産維持

率を③０.３%で算定することが適切であるという意見が大宗を占めた。このこと

から、審議会としては、営業収支不足分と内部留保不足分を確保するため、平

均改定率を２７.０％とすることは妥当であるとの結論に至った。 

 

  (4)料金体系  

   ①基本料金と従量料金の構成 （参考：別紙附属資料 P４５～４７） 

富山市の水道料金体系は、他の事業体と同様、使用者が水使用の有無に関

係なく負担する「基本料金」と、水の使用量に応じて負担する「従量料金」で構

成されている。富山市の２０２３（令和５）年度決算における料金収入のうち基本

料金の割合は１６.2％、従量料金の割合は８３.８%であり、近隣の中核市等と

比較しても基本料金の構成割合が極端に低い水準にある。 

今後、有収水量の減少が続くことが見込まれる中で経営の安定化を図るた

めには、基本料金の構成割合を現行よりも増やすことは適切である。このため、
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今回の改定で日水協が策定した水道料金算定要領を参考に基本料金の構成

割合を近隣の中核市等の平均と同水準である２７％程度にまで引き上げること

は妥当である。 
 

    ②高齢者、子育て世帯等への配慮 （参考：別紙附属資料 P４６～４７） 

さらに単身高齢者（月使用水量１０㎥未満）などに加え、子育て中の世帯を含

む標準世帯等（参考：大人２人、こども２人の世帯における月平均使用水量は２

３㎥）については、従量料金の引き下げ又は引き上げ幅を抑制した料金表改定

案となっていることは評価できる。 
 

    ③その他の料金 

また、公衆浴場、船舶、臨時用の水道料金については、広く公平に負担を求

める観点から一般使用の場合に準じ、平均改定率２７.0％を適用することは妥

当である。 

 

  (５)料金改定日 

料金改定の時期は、社会情勢の変化に伴う物価上昇などの影響が地域経済

や市民生活に及んでいることから慎重な判断が求められる。一方で、その時期

が遅くなるほど経営状況のさらなる悪化は避けられず、結果として次世代に負

担を先送りする可能性がある。こうしたことから、料金改定日は、料金算定期間

の始期である２０２６（令和８）年４月１日とすることが望ましい。 
 

 

３ 水道加入金の見直し （参考：別紙附属資料 P５２） 

水道加入金は、人口増加や高度経済成長に伴う水需要の増大に対応する 

ため、新たな水源開発や配水施設の増強などが必要となる中、その増加する費

用の負担について、新規需要者と従来からの需要者との負担の公平を期する

ために設けられた制度である。 

この水道加入金について、富山市では、これまでも水道料金の改定と同時に

見直しを行ってきた経緯があり、今回の水道料金の改定に合わせて、料金以外

の財源を確保し、経営の安定化に資するため、この間の資材価格など物価の上

昇率に準じて加入金を増額改定することについては概ね理解できる。 

ただし、水道事業を取り巻く社会状況が、加入金制度創設当初から変化し 

ていることを踏まえ、加入金に関する他の水道事業体の動向等を今後注視し、

次回の水道料金見直しの検討の際には、加入金制度の取扱いについて一旦整

理することが必要であることを付言しておく。  
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Ⅱ 下水道事業について 

 

１ 下水道事業の現状と今後の見通し 

 

  (1)経営状況と使用料改定の必要性 （参考：別紙附属資料 P ７～９、P２０～２１） 

 富山市の下水道事業は、２０１６（平成２８）年度に計画的な面的整備が概成し

たことから、２０２０（令和２）年をピークに水洗化人口は減少局面に入っている。

これに伴い、下水道収益は水道の給水収益と同様、減少傾向が今後も続くもの

と予測される。一方でエネルギー価格や物価の上昇等に伴い費用は増大傾向

が続いている。雨水処理に関する一般会計からの繰り入れは制度上あるものの、

営業費用が使用料収入を大きく上回る状況が続いており、収益的収支は年々

厳しさを増している。 

下水道事業についても水道事業と同じく、今後も老朽化対策、耐震対策を着

実に進めていくことが求められる。そうした中にあって、投資と収益の均衡を図

り、健全な事業運営を維持していくためには業務の効率化や経費削減に一層努

めるとともに、２００８（平成２０）年以降、長らく行われてこなかった使用料の見直

しを行うことが必要な状況にある。 

 

 (2)今後の投資計画 （参考：別紙附属資料 P１０～１１、P１４～１７） 

 富山市は、２０１７（平成２９）年度から２０２６（令和８）年度までの１０年間を計画

期間とする第２次中長期ビジョンに基づき上下水道施設の耐震化や老朽化対策

に取り組んでいる。当該１０年間の投資（建設改良費）総額は、下水道事業が５５６

億円となっている。このような状況の中、令和６年能登半島地震を踏まえ、２０２５

（令和７）年２月に新たに「富山市上下水道耐震化計画 （２０２５（令和７）年度～

２０２９（令和１１）年度）」が策定された。この計画では、水道事業と同様、２０２７

（令和９）年度からの第３次中長期ビジョンの中で実施を予定していた汚水処理

場の耐水化やマンホールの耐震化など事業費で約３６億円規模の投資を前倒し

することで、早期に強靭な上下水道システムの構築を目指すこととしている。こ

のことは上下水道一体で持続可能なサービスを安定的に提供していくために必

要不可欠な投資である。 
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２ 下水道使用料のあり方 

 

(1)使用料の見直し時期 （参考：別紙附属資料 P７、P４０～４１） 

下水道使用料についても公営企業として独立採算で事業を安定的に運営して

いくためには、３年から５年ごとの適切な時期に使用料の見直しを行うことが必

要である。 

富山市の下水道使用料は、水道料金とは異なり合併時には旧市町村の使用

料体系が引き継がれ、２００８（平成２０）年４月になって最も低い旧富山市の使

用料に統一した上で、平均 2.8％の改定が行われた。それ以降は水道料金と同

様、今日まで実質的な使用料の見直しは行ってこなかった。このことによって、

富山市の下水道使用料は現時点で、県内市では１番低い水準にあるものの当

年度純利益の減少が続くなど、経営基盤の脆弱化が進んでいる要因にもなって

いる。 

このため、今後は、水道料金と同様、適正な下水道使用料の設定についての

検討を定期的なサイクルで行うことが求められる。 

 

  (2)使用料算定期間 （参考：別紙附属資料 P４３） 

水道料金と同様の考え方に基づき、使用料算定期間は、２０２６（令和８）年度

から２０２９（令和１１）年度の４年間とすることは妥当である。 

 

  (３)平均改定率 （参考：別紙附属資料 P３３～４３） 

国の通知や公益社団法人日本下水道協会の「下水道使用料算定の基本的考

え方」では、下水道使用料の算定の基礎には、資産維持費を含める必要がある

とされている。今回、富山市の適正な下水道使用料を算定するにあたり、水道料

金の算定と同様、資産維持費の考え方が導入されたことは意義深い。 

下水道使用料の平均改定率については、水道料金における考え方と同様、料

金算定期間（２０２６（令和８）年度から２０２９（令和１１）年度）における「営業収支

不足分」に、将来の投資に向けた「内部留保不足分（資産維持費）」を加えた不足

額を使用料収入で補填することを前提として、資産維持率について①日水協の

水道料金算定要領における標準値である３％、②２００５（平成１７）年度から２０２３

（令和５）年度までの１９年間の投資実績に基づき算出した数値である１.６７％、

③今回の使用料算定期間である２０２６（令和８）年度から２０２９（令和１１）年度

まで４か年の投資見込に基づき算出した数値である０.６７％の３つのパターンか

ら検討を行った。 
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これに対して、委員からは、水道事業の場合と同じ理由から資産維持率は 

①３％若しくは②１.67％とすべきという意見があった。その一方で、これまで富

山市が長期にわたり見直しを行ってこなかった現実や、昨今の諸物価の上昇に

伴う家計負担の増大などを鑑み、激変緩和の観点から、今回は資産維持率を 

③０.６７%で算定することが適切であるという意見が大宗を占めた。このことか

ら、審議会としては、営業収支不足分と内部留保不足分を確保するため、平均

改定率を１９.４％とすることは妥当であるとの結論に至った。 

 

  (４)使用料体系  

   ①基本使用料と従量使用料の構成 （参考：別紙附属資料 P４９～５１） 

富山市の下水道使用料体系は、水道事業と同様、使用者が排水量の有無に

関係なく負担する「基本使用料」と、排水量に応じて負担する「従量使用料」で

構成されている。富山市の２０２３（令和５）年度決算における使用料収入のうち

基本使用料の割合は１６.2％、従量使用料の割合は８３.８%であり、近隣の中

核市等と比較しても基本使用料の構成割合は極端に低い水準にある。 

このため、水道料金と同様に基本使用料の構成割合を増やすことには一定

の理がある。このことから、水道の例により基本使用料の構成割合を近隣の中

核市等の平均と同水準である２７％程度まで引き上げることは妥当である。 

 

  ②高齢者、子育て世帯等への配慮 （参考：別紙附属資料 P５０～５１） 

さらに水道料金と同様、単身高齢者（月排水量１０㎥未満）などに加え、子育

て中の世帯を含む標準世帯等（参考：大人２人、こども２人の世帯における月

平均排水量は２３㎥）については、従量使用料の引き下げ又は引き上げ幅を抑

制した使用料改定案となっていることは評価できる。 

 

  ③その他の使用料 

公衆浴場汚水の下水道使用料については、広く公平に負担を求める観点か

ら一般家庭用の場合に準じ、平均改定率１９.４％を適用することは妥当である。 

 

  (５)使用料改定日 

使用料改定の時期は、水道料金の改定と同様の理由により２０２６（令和８）年 

４月１日とすることが望ましい。 
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Ⅲ 附帯意見 

 

１ 料金改定についての丁寧な説明 

 上下水道ともに１８年振りとなる料金等の改定であることから、利用者（市民等）へ

の説明を丁寧に行い、その必要性について理解と納得が得られるよう最善の努力

を重ねられたい。 

 

２ 不断の経営努力と利用者サービスの向上に向けた取組 

公営企業として、経費の節減や業務効率化など経営の健全性を確保するための

不断の経営努力を今後も重ねるとともに、利用者サービスの向上に一層取り組ま

れたい。 

 

３ 分かりやすい情報の発信と経営の透明性の向上 

普段から、上下水道事業の取組みや課題、経営実態などについて、広報誌やホ

ームページなど様々な手法を用いて適時適確で分かりやすい情報発信を行うこと

で、経営の透明性の向上を図り、利用者から信頼される公営企業となるよう努めら

れたい。 

また、料金改定によって、今後の財政運営や管路更新等の進捗に及ぼした改善

効果などについて分析し、公表することにも努められたい。 
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おわりに 

 

 富山市の水道事業は１９３４（昭和９）年、下水道事業は戦災復興都市計画事業とし

て１９５２（昭和２７）年に第１期事業が始まった。以来、市勢の発展とともに増大する需

要に対応すべく整備を積極的に進めてきた結果、現在のような全市的なインフラシス

テムが築き上げられた。この資産をレガシーとして健全な形で次世代へ引き継いでい

くことは現世代の重要な責務である。 

本審議会では、人口減少社会の進行に加え、耐震化や老朽化の進行に伴う施設更

新需要の増大など、上下水道事業を取り巻く様々な重要な課題を踏まえ、今後の投

資・財政計画の妥当性などを審議した結果、世代間の負担の公平性を担保し、将来に

わたって安定した経営を行っていくためには、水道と下水道のどちらも長らく据え置

いてきた料金等の改定を行うことによって現在市民に応分の負担をいただくことは避

けられないとの結論に至った。なお、今回は１８年振りの改定となるが、上下水道事業

を取り巻く社会環境は常に変化していることから、持続可能な事業運営を行っていく

ためには、水需要や更新需要を適切に見極めた上で、適正な料金のあり方について

不断の検討が今後とも必要であることを付言したい。 

この答申の趣旨を踏まえ、富山市が投資と収益の均衡を図りつつ上下水道事業の

健全経営に努めるとともに、信頼性の高い強靭な上下水道インフラを次世代へ着実に

引き継いでいくことを大いに期待する。 


